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⽇本医療政策機構（HGPI）プラネタリーヘルスプロジェクト 

「清浄な⼤気の保護」に関する意⾒書 
2025年 10⽉ 16⽇ 

 
⽇本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、⽇本に拠点を置く⾮営利・中⽴・超党派の
⺠間シンクタンクとして、「清浄な⼤気の保護」に関する特別報告者による意⾒募集に応じ、ここに本書
を提出する。 
 
本提出書では、⼤気汚染がもたらす深刻な世界的健康リスクに対し、⽇本がこれまで数⼗年にわたり積
み重ねてきた経験をもとに、経済発展、公衆衛⽣、規制の進化、そして社会環境的公正の相互関係を明ら
かにし、国際的な議論への貢献を⽬指す。 
 
⽇本の産業成⻑と公害危機 
⽇本は、急速な経済成⻑（1950年代〜1960年代）がもたらした深刻な産業公害の時代から、現代の環境
ガバナンスの模範へと移⾏した歴史的経験を有しており、その歩みは極めて⽰唆に富む事例といえる。 
 
第⼆次世界⼤戦後、⽇本は急速な産業化と経済復興の過程で、きわめて深刻な⼤気汚染危機に直⾯しま
した。1950年代半ばから 1970年代前半にかけての⾼度経済成⻑期には、⼯業地帯における⼤規模⼯場や
発電所から排出される硫⻩酸化物や粉じんが主な汚染源となった。これらの汚染は⼗分に管理されず、
甚⼤な健康被害をもたらした。地域によっては視界がわずか 50メートル程度にまで減少し、住⺠の間で
深刻な呼吸器疾患が多発した。 
 
この時期は「四⼤公害病」の発⽣によって国⺠の意識と政治的対応が⼤きく動かされた時代でもあった。
その中でも、1960 年台初頭に三重県四⽇市市で発⽣した「四⽇市ぜんそく」は、⼤気汚染による代表的
な健康被害として知られている。四⽇市コンビナートから排出される亜硫酸ガスなどによって、多くの
住⺠が気管⽀ぜんそくなどの呼吸器疾患を発症した。 
 
このような事態を受け、公害はもはや無視できない社会問題・健康問題として認識され、抜本的な法整備
が求められるようになった。こうして、⽇本の⼤気汚染対策は、被害を受けた地域社会の保護と、深刻な
健康被害への国⺠的な抗議を背景に発展してきた歴史的経緯を持っている。 
 
⽇本における⼤気汚染政策の進化 
⽇本はその後、⼈権および社会環境的側⾯を考慮した複数の⼤気汚染政策を整備された。もっとも、「⼈
権」という枠組みが明⽰的に法体系に位置づけられているわけではなく、より広範な法制度や政策構造
の中に暗黙的に統合されている点が特徴である。 
 
既存の対策では深刻な健康被害を防ぎきれなかったことを踏まえ、1967 年には「公害対策基本法」が制
定された。この法律により、環境基準（EQS: Environmental Quality Standards）の概念が導⼊され、汚染物
質排出に関する責任の所在が明確化された。その制定時期はちょうど四⽇市ぜんそく患者による訴訟提
起と重なっており、公害問題における⼈間的・社会的側⾯を浮き彫りにした。 
 
国⺠の強い抗議と訴訟の拡⼤を受け、1970年にはいわゆる「公害国会」と呼ばれる臨時国会が開催され、
14 本の公害対策関連法案が⼀挙に成⽴した。この時期は⽇本の環境ガバナンスにおける⼤きな転換点で
あり、1971年には環境⾏政を⼀元化する「環境庁（現・環境省）」が設⽴された。従来、環境⾏政は厚⽣
省、通商産業省、運輸省など複数の省庁に分散しており、経済成⻑を優先する妥協的な対応がなされてい
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た。環境問題に専念する「環境専業組織」としての環境庁の創設は、当時の佐藤栄作⾸相の下で実現し、
環境政策を⼀時的対応から国家的課題へと格上げする画期的な動きであった。 
 
制度⾯の整備と並⾏して、1968 年に「⼤気汚染防⽌法」が制定され、⼯場等から排出されるばい煙や粉
じんの排出規制の枠組みが導⼊されました。1970 年の改正では、全国⼀律の排出基準および罰則が設け
られ、⼈の健康を保護する体制が強化された。また、四⽇市ぜんそくの被害者や⽀援者は司法を通じて企
業の責任を追及し、補償を実現した。これを受けて 1973年には「公害健康被害補償法」が制定され、医
療費だけでなく⽣活⽀援までを含む補償制度が導⼊された。ここには「汚染者負担の原則（PPP: Polluter 
Pays Principle）」が明確に取り⼊れられ、汚染の原因者がその除去や被害回復の費⽤を負担すべきである
という理念が制度化された。 
 
1970 年代に⼊ると、⼯業由来の⼆酸化硫⻩濃度は⼤幅に減少しましたが、⾃動⾞交通量の急増により、
新たな⼤気汚染問題である交通起因性⼤気汚染（TRAP: Traffic-Related Air Pollution）が顕在化した。特に窒
素酸化物（NOx: Nitrogen Oxides）や浮遊粒⼦状物質（PM: Particulate Matter）が問題となり、道路沿いの⼦
どもに喘息が多発していることが疫学的に明らかになった。この課題に対応するため、1992 年に「⾃動
⾞ NOx法」が制定され、2001年には粒⼦状物質（PM）規制を追加した「⾃動⾞ NOx・PM法」に改正さ
れた。これにより、NO₂および浮遊粒⼦状物質（SPM: Suspended Particulate Matter）濃度の⼤幅な低下が実
現し、⼦どもの喘息やアトピー性⽪膚炎の有病率減少にも寄与した。 
 
これらの政策の発展を⽀えたのが、科学的根拠に基づく監視・研究体制である。⽇本では全国規模の⼤気
環境モニタリングネットワーク「広域⼤気汚染監視システム（AEROS: Atmospheric Environmental Regional 
Observation System、通称そらまめ君）」が運⽤されており、リアルタイムで⼤気環境情報を提供している。
2018 年時点で、⼀般環境⼤気測定局 1,464 局、道路沿道局 409 局が設置され、得られたデータは⾏政に
よって分析・公表されている。また、気象庁の「AMeDAS: Automated Meterological Data Acquisition System
（地域気象観測システム）」による気象データが補完的に活⽤され、気象条件が汚染物質拡散に与える影
響の評価が可能となっている。 
 
さらに、疫学研究も政策形成に重要な役割を果たしてきた。代表的なものに、⾃動⾞排出ガスと呼吸器疾
患の関連を調査した「SORAプロジェクト」や、現在も継続中の「エコチル調査（⼦どもの健康と環境に
関する全国調査）」がある。これらの研究は、PM2.5や NOxなどの汚染物質への曝露が、妊娠期や幼少期
といった発達の重要段階において、喘息や神経発達に悪影響を及ぼすことを科学的に⽰した。こうした
成果は、脆弱な⼈々の健康保護を重視した規制の必要性を裏づけている。 
 
そして 1993年には、環境問題の多様化と地球規模化を受けて「環境基本法」が制定され、1967年の「公
害対策基本法」に代わる包括的な環境法体系が確⽴された。この新法は、従来の公害防⽌に加え、地球温
暖化など新たな環境課題への対応も視野に⼊れたものであり、⽇本の環境政策が公害対策から持続可能
な社会づくりへと進化したことを象徴している。 
 
環境・社会的枠組みにおける健康影響評価の統合 
これまでに整備されてきた規制的取り組みを基盤として、環境政策および社会政策の枠組みに「健康影
響評価（HIA: Health Impact Assessment）」を戦略的かつ体系的に統合する試みが提案されていますが、そ
の実践は依然として初期段階にある。⽇本では「環境影響評価（EIA: Environmental Impact Assessment）」
制度がすでに確⽴されているが、近年では特に都市計画や公衆衛⽣政策の分野において、この枠組みへの
HIA導⼊が注⽬されつつある。 
 
実践においては、各種政策や事業の⽴案時に、多様なステークホルダーを含む評価委員会を設置し、以下
のようなプロセスを⾏うことが考えられる。 
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1. 評価対象となる影響の種類を議論し、改善策を提案すること 
2. 関係者が協働して評価を実施すること 
3. 評価結果に基づいて、事業や政策の改善を提⾔すること 
4. 実施後も継続的に影響をモニタリングすること 

 
このようなアプローチは、WHO「健康の社会的決定要因に関する委員会（Commission on Social Determinants 
of Health）」が 2008年に提唱した「健康の公平性評価（Health Equity Assessment）」の理念とも⼀致してお
り、政策が健康格差の是正に寄与することを⽬的としている。 
 
⼀⽅で、⽇本の既存の EIA枠組みに HIAを統合するには、学際的な連携体制の構築、評価⼿法の標準化、
包括的な評価を⾏うための⼈員・資源の確保など、いくつかの課題が存在する。それでも、都市計画や環
境政策において公衆衛⽣の重要性が⾼まっている現在、この統合を進めることは⼤きな意義と可能性を
有している。 
 
国および地⽅⾃治体における取り組み 
四⽇市市 
三重県四⽇市市は、四⽇市ぜんそくに代表される深刻な健康被害を引き起こした産業公害の⻑い歴史を
有している。この歴史的な不正義を認識し、対処するために、四⽇市公害と環境未来館が設置されてお
り、被害を受けた住⺠が経験や教訓を共有する場となっている。併せて、国際環境技術移転センターは、
環境知識や技術の国際的普及を促進しており、社会的責任の⼀環として環境修復と知識共有に取り組む
同市の姿勢を反映している。 
 
⼤阪府 
⼤阪府では、全国基準に概ね沿いつつも、CO₂や悪臭に関する独⾃基準を設けるなど、⽇常⽣活に影響す
る地域特有の環境課題に対応した⼤気質基準を実施している。これらの基準は、住⺠の健康を事前に守
り、汚染者に責任を負わせることを⽬的とした予防的環境ガバナンスの好例といえる。 
 
東京都 
東京都では、2007 年以降、⾃動⾞排出ガスに起因する喘息患者に対する医療補償を求める訴訟が提起さ
れてきた。補償⾦の⽀払いは時間とともに減少しているが、これらの訴訟は、都市部⼤気汚染による継続
的な健康負担に対し、住⺠が認知・救済・責任追及を求める社会環境的正義の取り組みを⽰している。併
せて、東京都は 2025年 3⽉に「TOKYO⼤気情報」アプリを開始し、リアルタイムの⼤気環境情報を市⺠
に提供している。この取り組みにより、住⺠は汚染への曝露を把握し、意思決定や健康的な都市環境の推
進に活⽤でき、法的・政策的対応と補完的に健康の公平性や市⺠参加型の環境ガバナンスを促進するも
のである。 
 
全国規模の取り組み 
⽇本全国 47都道府県において、国や汚染者の資⾦提供により、喘息対策を含む公害健康被害対策プログ
ラムが実施されている。特に⼦どもや既往症を有する脆弱な集団に焦点を当て、歴史的に周縁化された
コミュニティやリスクの⾼い地域にも配慮した公平な保護を実現している。さらに、⽇本は韓国や中国
との地域協⼒を通じて越境⼤気汚染の軽減に取り組んでおり、環境的公平性が国境を越えて適⽤される
べきであることを⽰している。 
 
グローバルおよびサプライチェーンの観点 
効果的な⼤気汚染対策は、地域の排出だけでなく、サプライチェーン全体や国際的な消費基準にも⽬を
向ける必要がある。⽇本を含む先進国は、⾃国内で発⽣する汚染だけでなく、グローバルなサプライチェ
ーンを通じて⽣じる汚染にも責任を負う必要があり、⼀国の消費や⽣産パターンが他国の健康や環境に
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影響を及ぼすことを認識しなければならない。 
 
これを具体化する取り組みとして、⽇本では「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」などのイ
ニシアチブを推進しており、企業が原材料の採掘、製造、輸送、廃棄までサプライチェーン全体の排出量
を考慮することを促している。直接的な事業活動にとどまらず排出量を把握することで、削減の機会を
特定し、持続可能な取り組みを改善し、国内外の⼤気の浄化に貢献することが可能となる。 
 
サプライチェーン排出の削減は、公平性の向上にもつながる。⽣産活動による健康被害や環境負荷が特
定の脆弱な地域や集団に偏って負担されないようにするためである。このようなグローバルな視点を⼤
気汚染政策に統合することは、地域・国内規制と相補的に機能し、社会環境的正義および持続可能な開発
の⽬標達成を⽀えるものとなる。 
 
結論 
⽇本の経験は、⼤気汚染対策が健康および社会的正義の枠組みの中で設計可能であることを⽰している。
この相乗効果は、⼤気質、国内外の気候政策、健康保護を統合した環境ガバナンスが、公共および世界の
健康成果を最⼤化するとともに、持続可能な開発⽬標の推進や、すべての⼈が清浄な⼤気を享受する権
利の保護につながることを⽰唆している。 
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寄附・助成の受領に関する指針 

⽇本医療政策機構は、⾮営利・独⽴・超党派の⺠間シンクタンクとして、寄附・助成の受領に関する下
記の指針に則り活動しています。 

1. ミッションへの賛同 

当機構は「市⺠主体の医療政策を実現すべく、独⽴したシンクタンクとして、幅広いステークホ
ルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供すること」をミッションとしています。当機構の活
動は、このミッションに賛同していただける団体・個⼈からのご⽀援で⽀えられています。 

2. 政治的独⽴性 

当機構は、政府から独⽴した⺠間の⾮営利活動法⼈です。また当機構は、政党その他、政治活動
を主⽬的とする団体からはご⽀援をいただきません。 

3. 事業の計画・実施の独⽴性 

当機構は、多様な関係者から幅広い意⾒を収集した上で、事業の⽅向性や内容を独⾃に決定しま
す。ご⽀援者の意⾒を求めることがありますが、それらのご意⾒を活動に反映するか否かは、当
機構が主体的に判断します。 

4. 資⾦源の多様性 

当機構は、独⽴性を担保すべく、事業運営に必要な資⾦を、多様な財団、企業、個⼈等から幅広
く調達します。また、各部⾨ないし個別事業の活動のための資⾦を、複数の提供元から調達する
ことを原則とします。 

5. 販売促進活動等の排除 

当機構は、ご⽀援者の製品・サービス等の販売促進、または認知度やイメージの向上を主⽬的と
する活動は⾏いません。 

6. 書⾯による同意 

以上を遵守するため、当機構は、ご⽀援いただく団体には、上記の趣旨に書⾯をもってご同意い
ただきます。 

 
提⾔の独⽴性について 
本提⾔書は、各会合での議論をもとに、独⽴した医療政策シンクタンクとして⽇本医療政策機構が取 
りまとめたものであり、専⾨家や登壇者等の関係者、および関係者が所属する団体の⾒解を⽰すもの 
では⼀切ありません。 
 
⽇本医療政策機構について 
⽇本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、2004年に設⽴された⾮営利、独⽴、超党
派の⺠間の医療政策シンクタンクです。市⺠主体の医療政策を実現すべく、中⽴的なシンクタンクとし
て、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してまいります。特定の政党、団体
の⽴場にとらわれず、独⽴性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を⾒据えた幅広
い観点から、新しいアイデアや価値観を提供します。⽇本国内はもとより、世界に向けても有効な医療
政策の選択肢を提⽰し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動してま
いります。 
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